
 

 

株式会社京葉銀行 第２期行動計画 

 

 

全ての行員が仕事と子育てを両立させることができ、行員全員が働きやすい環境を作るこ

とによって、全ての行員がその能力を十分に発揮できるようにするために、次のように行

動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 平成１９年９月１日から平成２３年３月３１日までの３年７ヵ月間 

 

２．内  容 

 

目標１ 仕事と子育ての両立支援として、共済会を利用した保育料等の 

費用補助制度を導入する。 

＜対策＞ 

平成１９年９月～ 行員のニーズ調査、制度の詳細に関する検討開始 

平成２０年１０月～  職員組合との協議 

平成２１年４月～ 共済会理事会にて検討 

～平成２３年３月 制度導入 

 

目標２ 仕事と子育ての両立支援策を周知するために、両立支援ハンドブックを 

作成する。 

＜対策＞ 

平成１９年９月～ ハンドブックの内容検討・作成 

～平成２３年３月 ハンドブックの配布・周知 

 

目標３ 年次有給休暇の取得促進を図るために、ファミリーデー（記念日）休暇制

度の取得推進と拡充をはかる。 

＜対策＞ 

平成１９年９月～ 職員組合との協議 

～平成２３年３月 取得推進及び制度拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 


